
こちらは、近畿総合通信局無線局申請案内サービスです。
音声案内の途中でも、選択ボタンを押すことができます。
…

  包括登録局、      個別登録局・・・と続きます 自動音声案内は、
24時間、365日対応です

■ STEP 1 「06-6942-8562」に電話をかける

■ STEP 2 メニューの中から、必要な情報の数字を選択する（音声案内の途中でも操作は可能）

【簡易無線局（ＣＲ）に関する自動音声応答案内】

メニュー

1 2

１ アナログ停波措置
（デュアル機）

２ デジタル機に交換
（デュアル機）

３ 廃止
（デュアル機）

   アナログ停波

1 開局申請

2 再免許申請

3 変更申請

4 承継申請
（法人合併・分割）

5 承継申請
（事業譲渡）

6 免許状再交付申請

7 廃止届

8 職員に接続

  免許局

1 個別登録申請

2 再登録申請

3 変更登録届出

4 変更登録申請

5 登録承継届出

6 登録状再交付申請

7 廃止届

8 職員に接続

  個別登録局

1 包括登録申請

2 開設届

3 包括再登録申請

4 包括変更登録届

5 包括変更登録申請

6 開設局変更届
（無線機の交換・
常置場所の変更）

7 承継届
(合併・分割・譲渡・相続)

8 登録状再交付申請

9 廃止届

 包括登録局

1 納入告知書の
送付先変更

2 登録局のレンタル届

 その他の手続 登録局か
   免許局か不明

53 41 2 6  職員に接続7

例：「包括登録局」の「包括登録申請」の手続を
知りたい場合は、電話をかけた後に 

＋  を押すとメッセージが流れます


